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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】操作体と操作伝達部材とを物理的に接続するこ
と無く、また電力等を使用することなく使用可能な遠隔
操作式排水栓装置を提供する。
【解決手段】遠隔操作式排水栓装置を、槽体に設けた排
水口１ａと、上下動によって排水口１ａを開閉する弁部
材２と、排水口１ａに対して固定されて、弁部材２を上
下動させる作動部と、排水口１ａの開閉を操作する、使
用者が操作を加える操作体５ａを備えた操作部４と、操
作体５ａに加えられた操作を作動部に伝達する操作伝達
部材と、から構成すると共に、操作伝達部材は、操作体
５ａとは物理的に接続されておらず、操作伝達部材の操
作部側端部又は操作体５ａのいずれか一方、または両方
に磁石１１，１２を備え、磁石１１，１２の磁力によっ
て、操作体５ａに加えられた操作に対応して操作伝達部
材が動作し、操作伝達部材の動作の応力を作動部に伝達
して弁部材２を昇降させることで排水口１ａを開閉する
ように構成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　槽体に設けた排水口と、
上下動によって排水口を開閉する弁部材と、
排水口に対して固定されて、弁部材を上下動させる作動部と、
排水口の開閉を操作する、使用者が操作を加える操作体を備えた操作部と、
操作体に加えられた操作を作動部に伝達する操作伝達部材と、
からなる遠隔操作式排水栓装置において、
操作伝達部材は、操作体とは物理的に接続されておらず、
操作伝達部材の操作部側端部又は操作体のいずれか一方、または両方に磁石を備え、
磁石の磁力によって、操作体に加えられた操作に対応して操作伝達部材が動作し、
操作伝達部材の動作の応力を作動部に伝達して弁部材を昇降させることで排水口を開閉す
ることを特徴とする、遠隔操作式排水栓装置。
【請求項２】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、
操作体と操作伝達部材の操作部側端部との間に壁面が備えられてなることを特徴とする、
請求項１に記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項３】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、操作伝達部材が、
筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブと、
上記アウターチューブ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備
えたインナーワイヤと、
からなるレリースワイヤであることを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載の遠隔操
作式排水栓装置。
【請求項４】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、
操作部を壁面に備えると共に、操作体に加える操作の方向を、壁面に対して平行となる方
向としたことを特徴とする、請求項１乃至請求項３のいずれか一つに記載の遠隔操作式排
水栓装置。
【請求項５】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、
操作部を壁面に備えると共に、操作体に加える操作の方向を、壁面に対して垂直な一つの
直線上であって、押しと引きからなる二方向としたことを特徴とする、請求項１乃至請求
項３のいずれか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項６】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、
操作体の動作を、一つの直線上を往復する動作とし、
操作部に、操作体を上記直線上の一方に常時付勢する弾性体を備えると共に、
操作体から弁部材に至る経路上に、
操作体を弾性体の付勢方向とは逆方向に移動させる操作を行うことで、操作体への操作毎
に、弁部材を上昇させて排水口を開口した状態で固定／固定を解除し弁部材を降下して排
水口を閉口、を繰り返すロック機構を備えたことを特徴とする、請求項１乃至請求項５の
いずれか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項７】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、
操作部を壁面に備えると共に、操作伝達部材の操作部側端部が、操作体の操作に対応して
壁面と平行な方向に動作するように構成されてなることを特徴とする、請求項１乃至請求
項６のいずれか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、遠隔操作式排水栓装置に関し、更に詳しくは、磁性体を利用して排水口を開
閉する磁力式遠隔操作式排水栓装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、浴槽や洗面ボウルなどの槽体の内部に生じた排水を処理するため、槽体の底
面等に排水口を設け、この排水口から配管部材を介し、下水側に排水を排出する方法が広
く知られている。また、槽体内に水を溜める場合に、弁部材を利用して排水口を開閉する
方法があるが、この弁部材による排水口の開閉を、弁部材自体や排水口から離間した位置
、例えば槽体の縁部に設けた操作部への操作によって行う遠隔操作式排水栓装置が知られ
ている。
広く知られた遠隔操作式排水栓装置としては、特許文献１に記載のような、レリースワイ
ヤによって弁部材を操作するものがある。この遠隔操作式排水栓装置は、インナーワイヤ
の一端を、使用者が実際に抓んで押し引きの操作をする、操作部の操作体に接続し、他端
を弁部材の直下位置に配置固定するようにして構成されてなる。このような遠隔操作式排
水栓装置において、操作体に押し／引きの操作を加えると、操作体の動作に対応して、レ
リースワイヤのインナーワイヤが、弁部材側に前進／後退し、インナーワイヤ端部、又は
インナーワイヤ端部に固定した軸等が弁部材を押し上げて排水口を開口／インナーワイヤ
端部の降下に伴って自重により弁部材が降下し排水口を閉口、が交互に行われる。このよ
うにして、排水口や弁部材から離間したところにある操作部の操作体への操作により、排
水口を遠隔操作的に開閉させることができる。
【０００３】
　また、遠隔操作式排水栓装置の操作部のレイアウトとして、操作部を槽体の開口周縁の
略水平な天面上ではなく、特許文献２にあるように、槽体の開口近傍、具体的には洗面台
など槽体を備えた排水機器の後背側の略垂直な壁面上に設ける場合がある。このように構
成することで、排水機器のレイアウトの自由度を高いものとすることができ、また操作部
に水滴が付着しても、水滴が自重で落下するため、操作部に水垢などが付着することを防
ぐことができる。
また、特許文献１に記載の遠隔操作式排水栓装置では、操作部の操作体に加える操作を、
押しと引きの二方向とすることによって、排水口の開口と閉口を行っているが、特許文献
２に記載の遠隔操作式排水栓装置では、操作部にロック機構を備えることによって、押し
操作毎にインナーワイヤを弁部材側に前進した状態で固定／固定を解除して操作部側に後
退、を繰り返すように構成してなる。このように構成したことで、操作部の操作体に加え
る操作を押し操作のみとしつつ、排水口を遠隔操作的に開閉させることができる。
【特許文献１】特開平１０－２２７０５３号
【特許文献２】特開２００５－１３３３３１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように構成した遠隔操作式排水栓装置には、以下のような問題点があった。
特許文献１また特許文献２に記載の遠隔操作式排水栓装置では、操作部の操作体に加えた
操作を、操作伝達部材であるレリースワイヤによって伝達している。
このため、特許文献１に記載の発明の場合は、レリースワイヤのインナーワイヤを操作体
に物理的に接続されてなる。
また、特許文献２に記載の発明の場合は、操作体とレリースワイヤのインナーワイヤとは
ロック機構を介して接続されてなる。尚、ロック機構とインナーワイヤ、又はロック機構
と操作体とは、構成によっては接着・嵌合などの方法で互いに固定されているとは限らず
、排水口が開口している等の状況によっては離間可能となるように構成されている場合が
ある。
しかしながら、操作体への操作時など作動時には、操作体やインナーワイヤをロック機構
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の部材に直接当接させ、応力を当接することによって伝達させる必要があるなどの理由か
ら、本発明が解決しようとする課題の範疇においては、操作体とレリースワイヤのインナ
ーワイヤとはロック機構を介して物理的に接続されてなる、と言える。
このような、操作体とレリースワイヤ等操作伝達部材が物理的に接続されてなる遠隔操作
式排水栓装置においては、通常、作動部や配管部材に操作伝達部材を接続しておき、操作
部を貫通孔に固定した後に、操作部の操作体に操作伝達部材を接続する、という手順が用
いられる。この手順となるのは、貫通孔は操作部に合わせてなるべく小さな径とする為、
先に操作部の操作体にナット部材などを利用して操作伝達部材を接続すると、ナット部材
が貫通孔を通過することができなくなり、操作部を貫通孔に固定することが不可能になる
為である。
このような手順で施工される遠隔操作式排水栓装置においては、操作部を取り付けた上で
、操作体に操作伝達部材を槽体の裏側から接続する必要があるが、槽体や槽体を備えた排
水機器に固定された操作体に、操作伝達部材を接続する作業は、キャビネット内等狭隘な
箇所に入り、小さな操作伝達部材端部と貫通孔の位置からほとんど動かすことのできない
操作体の端部などを嵌合等によって接続する作業であり、困難な作業となっていた。また
、狭隘且つ暗所で細かい作業を行う為、接続作業に失敗する場合もあった。
このような問題点を解決する方法としては、遠隔操作式排水栓装置の作動部に電動式のモ
ーター等を備えて動力とし、操作部には操作を作動部に伝達するための無線電波／赤外線
等を発信する発信装置を備える方法が考えられる。このように、操作部と作動部を物理的
に接続せず、無線電波／赤外線によって操作部の操作を作動部に伝達する構造とすれば、
操作体と操作伝達部材との接続が不要となり、上記の問題は解決される。
しかしながら、このような電動式の遠隔操作式排水栓装置では、モーターや制御装置、操
作部の発信装置等、部材が大掛かりになり、製品単価がレリースワイヤ式の遠隔操作式排
水栓装置等に比べて相当に高額となる。また、モーターを作動させるための動力源として
電力が必要になり、そのための配線なども必要になる。また、電子基板などを用いる為、
構造が複雑化し、故障などが発生しても容易に修理を行うことがほぼ不可能になる、と言
った問題があった。
また、他の問題として、次の１．、２．のような問題もあった。
１．上記のように構成した遠隔操作式排水栓装置においては、操作部の操作体にレリース
ワイヤのインナーワイヤを物理的に接続し、このインナーワイヤの排水口本体側の端部を
、弁部材の下端に当接させ、操作体の押し／引きによって弁部材を上昇／下降させ、排水
口の開口／閉口を遠隔的に操作している。
操作部及び操作体は槽体の表側（上方側）に配置され、一方レリースワイヤや排水口本体
などの配管部材は槽体の裏側(下方側）に配置されるため、洗面台等、遠隔操作式排水栓
装置が施工される槽体を備えた排水機器には、操作部や操作体、レリースワイヤ等を槽体
の表側から裏側に通すための貫通孔を設ける必要がある。
しかし、施工完了した槽体又は槽体を備えた排水機器に、貫通孔を後付けで設けることは
ほぼ不可能であるため、排水機器を施工する前に、遠隔操作式排水栓装置を採用した仕様
とするか、または採用しない仕様とするかを決め、以後は仕様を変更することはできない
ものとなっていた。また排水機器のメーカーとしても、排水機器を、遠隔操作式排水栓装
置に対応した貫通孔を備えた仕様のものと、遠隔操作式排水栓装置に対応しない貫通孔を
有さない仕様のものの両方を用意しなければならず、部材管理の面で負担となっていた。
２．遠隔操作式排水栓装置の操作部のレイアウトとして、操作部を槽体の開口周縁の略水
平な天面上ではなく、特許文献２にあるように、槽体の開口近傍、具体的には排水機器の
後背側の略垂直な壁面上に設ける場合がある。このように構成することで、排水機器のレ
イアウトの自由度を高いものとすることができ、また操作部に水滴が付着しても、水滴が
自重で落下するため、操作部に水垢などが付着することを防ぐことができる。
しかしながら、操作伝達部材としてレリースワイヤを採用した遠隔操作式排水栓装置の場
合、上記のような構成を用いようとすると、レリースワイヤは槽体を備えた排水機器の後
背側の壁面と、排水機器が設置された建物の壁面との狭隘な空間においてほぼ９０度の角
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度に曲げなければならない、という問題があった。
レリースワイヤは側面方向に可撓性があるが、軸方向には剛性が必要な為、ゴムのような
柔軟な素材ではなく、金属線の縒り線からなるワイヤー線やフッ素樹脂等、多少は硬さが
あり、極端な曲げ方をすると破損してしまうような素材が用いられる。このため、排水機
器の後背側の壁面と、排水機器が設置された建物の壁面との間のような、狭隘な空間に合
わせてレリースワイヤを極端に屈曲させると、座屈と呼ばれるレリースワイヤの破損が発
生し、遠隔操作式排水栓装置が機能しなくなったり、無理に曲げた状態でインナーワイヤ
がアウターチューブ内を進退することで、アウターチューブ内部がインナーワイヤに削ら
れるようにして破損する等の問題が発生していた。
本発明は上記問題点に鑑み発明されたものであって、遠隔操作式排水栓装置において、操
作体と操作伝達部材とを物理的に接続すること無く、また電力等を使用することなく使用
可能な遠隔操作式排水栓装置を提供するものである。
また、このような物理的に接続されない操作体と操作伝達部材によって、遠隔操作式排水
栓装置を備えない排水機器に、後付けで遠隔操作式排水栓装置を備えることを可能とする
ものである。
また、このような物理的に接続されない操作体と操作伝達部材によって、遠隔操作式排水
栓装置の操作体に加えられる操作の方向と、操作伝達部材の操作部側端部が対応して動作
する動作の方向とが９０度など異なる角度であっても、座屈などの支障を生じることなく
使用できる遠隔操作式排水栓装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の本発明は、槽体に設けた排水口と、上下動によって排水口を開閉する
弁部材と、排水口に対して固定されて、弁部材を上下動させる作動部と、排水口の開閉を
操作する、使用者が操作を加える操作体を備えた操作部と、操作体に加えられた操作を作
動部に伝達する操作伝達部材と、からなる遠隔操作式排水栓装置において、
操作伝達部材は、操作体とは物理的に接続されておらず、操作伝達部材の操作部側端部又
は操作体のいずれか一方、または両方に磁石を備え、磁石の磁力によって、操作体に加え
られた操作に対応して操作伝達部材が動作し、操作伝達部材の動作の応力を作動部に伝達
して弁部材を昇降させることで排水口を開閉することを特徴とする、遠隔操作式排水栓装
置である。
【０００６】
　請求項２に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、
操作体と操作伝達部材の操作部側端部との間に壁面が備えられてなることを特徴とする、
段落０００５に記載の遠隔操作式排水栓装置である。
【０００７】
　請求項３に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、操作伝達部材が、筒
状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブと、上記アウター
チューブ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたインナー
ワイヤと、からなるレリースワイヤであることを特徴とする、段落０００５又は段落００
０６に記載の遠隔操作式排水栓装置である。
【０００８】
　請求項４に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、操作部を壁面に備え
ると共に、操作体に加える操作の方向を、壁面に対して平行となる方向としたことを特徴
とする、段落０００５乃至段落０００７のいずれか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置で
ある。
【０００９】
　請求項５に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、操作部を壁面に備え
ると共に、操作体に加える操作の方向を、壁面に対して垂直な一つの直線上であって、押
しと引きからなる二方向としたことを特徴とする、段落０００５乃至段落０００７のいず
れか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置である。
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【００１０】
　請求項６に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、操作体の動作を、一
つの直線上を往復する動作とし、操作部に、操作体を上記直線上の一方に常時付勢する弾
性体を備えると共に、操作体から弁部材に至る経路上に、操作体を弾性体の付勢方向とは
逆方向に移動させる操作を行うことで、操作体への操作毎に、弁部材を上昇させて排水口
を開口した状態で固定／固定を解除し弁部材を降下して排水口を閉口、を繰り返すロック
機構を備えたことを特徴とする、段落０００５乃至段落０００９のいずれか一つに記載の
遠隔操作式排水栓装置である。
【００１１】
　請求項７に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、操作部を壁面に備え
ると共に、操作伝達部材の操作部側端部が、操作体の操作に対応して壁面と平行な方向に
動作するように構成されてなることを特徴とする、段落０００５乃至段落００１０のいず
れか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置である。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の本発明では、遠隔操作式排水栓装置において、操作部の操作体に加え
た操作を、磁石の磁力を介して、物理的には接続されていない操作伝達部材の操作部側端
部に伝達している。操作体から遠隔操作式排水栓装置の操作部側端部への操作の伝達につ
いて、物理的に接続されていない状態ではあるものの、操作体に加えた応力の一部を、磁
力を介して操作伝達部材の操作部側端部に加えることができるため、モーター等電力を使
用することなく遠隔操作式排水栓装置を作動させることができ、部材構成に電力を使用部
材を用いる場合に比べて簡易なものとし、安価且つ修理が容易な構成とすることができる
。
また、本発明では、操作体と操作伝達部材は物理的に接続されていないため、請求項２に
記載のように、槽体や槽体を備えた排水機器に貫通孔を設けなくても、操作部の操作体に
加えた操作によって、弁部材の昇降を遠隔的に操作し、排水口を開閉することができる。
これにより、遠隔操作式排水栓装置を元々有さなかった排水機器に、後付けで遠隔操作式
排水栓装置を採用した構造とすることができる。
請求項３に記載の発明では、操作伝達部材の構成を明確化することができる。
また、本発明では、操作体と操作伝達部材は物理的に接続されていないため、操作体に加
えた操作の方向と、それに追従する操作伝達部材の操作部側端部の動作方向を異なる方向
に設定することができる。このため、請求項４に記載の発明のように、操作伝達部材の操
作部側端部の方向に関係なく操作体の動作の方向を特定の方向に設定したり、請求項７に
記載の発明のように、操作体の操作の方向に関係なく操作伝達部材の動作の方向を特定の
方向に設定したりすることができる。
請求項５に記載の発明においては、遠隔操作式排水栓装置を、操作体に押しと引きの二方
向の操作によって開閉を行う、いわゆる２ウェイ式遠隔操作式排水栓装置とすることがで
きる。
請求項６に記載の発明においては、遠隔操作式排水栓装置を、操作体に押し操作のみによ
って開閉を行ういわゆる１ウェイ式遠隔操作式排水栓装置とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工状態を示す断面図である。
【図２】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図３】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の開口時を示す参考図である。
【図４】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図５】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の開口時を示す参考図である。
【図６】第二実施例の操作体を示す平面図である。
【図７】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図８】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の開口時を示す参考図である。
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【図９】他の実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図１０】図９の実施例の遠隔操作式排水栓装置の開口時を示す参考図である。
【図１１】他の実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図１２】図１１の実施例の、第一の操作体を押し込んだ状態を示す参考図である。
【実施例】
【００１４】
　以下に、本発明の第一実施例について、図面を参照しつつ説明する。
尚、説明を容易にするため、図２、図３は排水口近傍と操作部近傍の主要部材のみ図示す
る。
図１乃至図３に示した、本発明の第一実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下に記載する
、槽体を備えた排水機器である洗面台Ｓに施工されるものであって、以下に記載する、排
水口本体１、弁部材２、継手部材９、支持部材１０、操作部４、操作伝達部材としてのレ
リースワイヤ８、トラップ部Ｔを備えた配管部材Ｐより構成されてなる。
洗面台Ｓは、上方が開口した箱体であって、底面には排水口本体１を取り付ける取付孔Ｈ
を備えた洗面ボウルＷと、洗面ボウルＷの上端から水平方向に設けられた壁面である天板
部Ｂ１と、該洗面ボウルＷ及び天板部Ｂ１を載置するキャビネット部Ｃと、から構成され
てなる。一方で、本実施例では、天板部Ｂ１や洗面ボウルＷにおいて、操作部４を取り付
けるための貫通孔１３は設けられていない。
排水口本体１は、内部に排水口１ａを形成する略円筒形状の部材であって、上縁に外方向
に突出したフランジ部１ｂを、側面に雄ネジを、それぞれ備えてなり、洗面ボウルＷの底
面の取付孔Ｈに取り付けられる。また、排水口本体１の雄ネジと螺合する雌ネジを備えた
ナット部材１ｃを備えてなる。
また、後述する弁部材２のヘアキャッチャー２ｃを係止する段部１ｄを備えてなる。
弁部材２は、排水口１ａを閉塞する円盤状の弁体２ａと、該弁体２ａの中央から下方に向
かって垂下される弁軸部２ｂと、弁軸部２ｂに対して摺動自在に取り付けられ、排水口本
体１内部に当接するようにして係止・配置されることで、弁体２ａと弁軸部２ｂの上下動
を傾かないようにガイドするガイド機能を備えたヘアキャッチャー２ｃと、から構成され
てなる。
継手部材９は排水口本体１の下流側に接続される直線状の管体からなる部材であって、排
水口本体１の下方に配置される。該継手部材９の上流側端部には、排水口本体１の雄ネジ
に螺合する袋ナットが接続されており、この袋ナットを利用して、排水口本体１の下端に
継手部材９を接続できる。
また、その内部には、支持部材１０を排水口１ａ内部に係合固定するための凹凸部９ａを
備えてなる。
また、継手部材９の側面には、操作伝達部材であるレリースワイヤ８を挿通する為の枝管
部９ｂが設けられてなる。
支持部材１０は、継手部材９内部に配置固定される部材であって、レリースワイヤ８の、
アウターチューブ８ａを螺合にて接続固定すると共に、インナーワイヤ８ｂと、その端部
に備えられたロッド部８ｄを、進退自在な状態に接続される部材である。レリースワイヤ
８端部を接続し、ロッド部８ｄを進退自在な状態とすることで、このレリースワイヤ８と
支持部材１０を組み合わせた状態の部材が、弁部材２を昇降させる作動部３として機能す
る。
施工完了時、継手部材９は排水口本体１に位置決めされた状態で固定されるため、継手部
材９に位置決めした状態で固定される支持部材１０も、排水口本体１と、排水口本体１に
備えられた排水口１ａに対して位置決め固定されてなる。
操作部４は、洗面ボウルＷの天板部Ｂ１にネジ部材（図示せず）を利用し取り付けられる
部材であって、以下に記載する操作体５ａと、操作部本体６と、から構成される。
操作体５ａは、上方を閉塞した略円筒形状の部材であって、操作部本体６の円筒部６ｂの
外周部分に対して同軸上に配置され、操作部本体６の円筒部６ｂに沿って上下動させるこ
とが可能である。また、上端を閉塞する壁面の中央下側に嵌合部５ｂを備えてなる。
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操作部本体６は、洗面台Ｓの天板部Ｂ１上にネジ部材にて固定される平坦な円盤部材から
なる台座部６ａと、台座部６ａの中央に垂立する円筒部６ｂとからなる。
更に円筒部６ｂの内部には、以下に記載する機能を持ったロック部材７を備えてなる。
ロック部材７は、略円筒形状を成すケーシング部７ａと、該ケーシング部７ａの中央を貫
通する昇降軸７ｂを備えた部材であって、昇降軸７ｂの上端は操作体５ａの嵌合部５ｂと
嵌合するように構成され、また昇降軸７ｂの下端にはＳ極を下方向きとして第一の磁石１
１を固定してなり、また昇降軸７ｂを常時上方に付勢する弾性体としてのスプリング部材
１４（第一実施例ではロック部材７内部に配置されてなるため図示せず）を内蔵してなる
。またギアを利用したロック機構をケーシング部７ａと昇降軸７ｂとに備えてなり、昇降
軸７ｂの上端を下方に押す都度、昇降軸７ｂが下方に突出して固定／固定を解除しスプリ
ング部材１４の弾性によって上昇、を繰り返すように構成されてなる。
即ち、施工が完了し、昇降軸７ｂ上端に操作体５ａが嵌合した状態では、操作体５ａに下
方への押し込み操作を加える都度、第一の磁石１１が、洗面台Ｓの開口周縁の天面近傍に
近接した状態で固定／固定が解除されスプリング部材１４の付勢により昇降軸７ｂと共に
上昇、を繰り返すように構成されてなる。
レリースワイヤ８は、操作部４に加えられた操作を、弁部材２に伝達するための操作伝達
部材であって、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブ
８ａと、上記アウターチューブ８ａ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向
に可撓性を備えたインナーワイヤ８ｂと、インナーワイヤ８ｂをアウターチューブ８ａに
対し常時操作部４側に付勢する戻りスプリング８ｃと、から構成される。
また、インナーワイヤ８ｂの排水口１ａ側端部には、弁軸部２ｂ下端を押し上げるための
ロッド部８ｄを備えてなる。
また、インナーワイヤ８ｂの操作部４側端部には、施工完了時第一の磁石１１に反発する
方向、具体的にはＳ極を上方とした第二の磁石１２を備えた従動体１５を備えてなる。
また、アウターチューブ８ａの操作部４側端部には、洗面台Ｓの天板部Ｂ１下側に、ネジ
部材によって固定される固定部８ｅを備えてなる。
また、レリースワイヤ８には、レリースワイヤ８を挿通した状態で水密的に枝管部９ｂを
閉塞する枝管用ナット８ｆが備えられる。
また、継手部材９の下流側端部に接続される、管体をＳ字形状に屈曲させたトラップ部Ｔ
を含む配管部材Ｐを備えてなる。
【００１５】
　上記のように構成した第一実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下のようにして、槽体
である洗面ボウルＷを備えた洗面台Ｓに施工される。
まず、事前に、洗面ボウルＷの開口周縁の天板部Ｂ１の任意の位置に、操作部４の取り付
け位置を決定しておき、天板部Ｂ１の上面及び下面において、その位置が合致するように
マーキングを行う。
次に、排水口本体１を、洗面ボウルＷ底面に設けられた取付孔Ｈに挿通し、フランジ部１
ｂの下面を、取付孔Ｈの周縁上面に当接した状態とする。更にナット部材１ｃの雌ネジを
、排水口本体１の雄ネジに螺合させ、フランジ部１ｂ下面とナット部材１ｃ上面とで取付
孔Ｈの周縁を挟持するようにして排水口本体１を洗面ボウルＷに固定する。
次に、レリースワイヤ８の、ロッド部８ｄを備えた排水口１ａ側端部を、継手部材９の枝
管部９ｂから挿通し、継手部材９の上流側の開口より取り出す。更に、支持部材１０にレ
リースワイヤ８のアウターチューブ８ａ端部を接続固定する。このように、支持部材１０
とレリースワイヤ８を接続したことで、レリースワイヤ８を備えた支持部材１０が作動部
３として機能する。
この支持部材１０を、継手部材９の凹凸部９ａに嵌合させることで、作動部３を継手部材
９に接続固定する。
次に、枝管用ナット８ｆにて、レリースワイヤ８を挿通した状態で枝管部９ｂを水密的に
閉塞する。
次に、平面視継手部材９の枝管部９ｂが、操作部４の取り付け位置、即ちマーキングをし
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た位置に向くようにして、排水口本体１と継手部材９とを、継手部材９の袋ナットを用い
て接続固定する。
次に、アウターチューブ８ａの操作部４側端部にある固定部８ｅを、洗面台Ｓの天板部Ｂ
１であって、平面視操作部４の取り付け位置の下面に、マーキングを参照しつつ、ネジ部
材によって固定する。
次に、トラップ部Ｔを備えた配管部材Ｐを介して、継手部材９下端と床下配管を接続する
。
次に、操作部本体６の台座部６ａを、洗面台Ｓの天板部Ｂ１であって、平面視操作部４の
取り付け位置の上面側に、ネジ部材によって固定する。この時、操作部４のロック部材７
に備えられた第一の磁石１１と、従動体１５に備えられた第二の磁石１２とが、平面視重
なる位置に配置する。
更に、排水口１ａに弁部材２を配置し、弁部材２のヘアキャッチャー２ｃが、排水口１ａ
内部の段部１ｄに係止された状態とする。
以上のようにして、本発明の第一の実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工が完了する。
【００１６】
　以下に、上記第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の動作について説明する。
上記第一実施例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、図２のように、まず操作部４の
操作体５ａに操作を加え、排水口１ａが閉口した状態とする。
この時、ロック部材７の昇降軸７ｂは、ロック部材７のロック機構による固定を解除され
、スプリング部材１４の付勢により、接続されている第一の磁石１１及び操作体５ａと共
に上昇している。
また、レリースワイヤ８においても、操作部４側のインナーワイヤ８ｂ端部の従動体１５
が戻りスプリング８ｃの付勢により操作部４側に向かって上昇し、従動体１５が洗面台Ｓ
の天板部Ｂ１下面に近づいた状態となっている。このように、インナーワイヤ８ｂが操作
部４側に移動しているため、インナーワイヤ８ｂの排水栓側端部にあるロッド部８ｄは降
下し、弁部材２の弁軸部２ｂ下端を支持しない。このため、弁軸部２ｂと弁体２ａは自重
にて降下し、弁体２ａが排水口１ａの上端周縁を水密的に覆っているため、排水口１ａを
閉口した状態となる。
この状態より操作部４の操作体５ａに下方への押し操作を加えると、ロック機構が働き、
スプリング部材１４の応力に抗して、ロック部材７が昇降軸７ｂを降下させた状態で固定
する。これにより、昇降軸７ｂに接続されている第一の磁石１１及び操作体５ａも降下し
た状態で固定される。
昇降軸７ｂに固定されている第一の磁石１１と、従動体１５に備えられている第二の磁石
１２は互いに反発するようにＳ極が向き合うよう配置されているため、昇降軸７ｂが降下
した状態で固定されると、天板部Ｂ１を貫通して磁力が作用し、戻りスプリング８ｃに抗
して従動体１５が降下し、従動体１５が降下した分、インナーワイヤ８ｂが排水口１ａ側
に突出する。この結果、インナーワイヤ８ｂの排水口１ａ側に配置されているロッド部８
ｄが、弁軸部２ｂの下端を押し上げた状態で支持し、弁軸部２ｂと弁軸部２ｂの上端にあ
る弁体２ａが上昇し、弁体２ａと排水口１ａ上端とが離間して、図３のように、排水口１
ａが開口する。洗面ボウルＷ内に吐水乃至排水があった場合、吐水乃至排水は、排水口１
ａから、排水口本体１内部、継手部材９、トラップ部Ｔを備えた配管部材Ｐを介して、最
終的には床下配管から下水側に排出される。また、トラップ部Ｔ内に排水が溜まると、ト
ラップ部Ｔ内に封水と呼ばれる排水による溜まり水が生じる。この封水が、排水の流路上
に満水部分を発生させ、この満水部分を下水側からの臭気や害虫類が逆流できないため、
トラップ部Ｔにより下水側からの臭気や害虫類が屋内側に侵入することを防止することが
できる。
この排水口１ａが開口した状態より、再度操作部４の操作体５ａに下方への押し操作を加
えると、ロック部材７の昇降軸７ｂは、ロック部材７のロック機構による固定を解除され
、スプリング部材１４の付勢により、再び接続されている第一の磁石１１及び操作体５ａ
と共に上昇する。
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このため、第一の磁石１１の磁力による反発が、昇降軸７ｂが上昇したことにより距離が
開いた分弱まり、インナーワイヤ８ｂ端部の従動体１５が戻りスプリング８ｃの付勢によ
り操作部４側に向かって上昇し、再び従動体１５が洗面台Ｓの天板部Ｂ１下面に近づいた
状態となる。
インナーワイヤ８ｂが操作部４側に移動しているため、インナーワイヤ８ｂの排水栓側端
部にあるロッド部８ｄは降下し、弁部材２の弁軸部２ｂ下端を支持しなくなるため、弁軸
部２ｂと弁体２ａは自重にて降下し、弁体２ａが排水口１ａの上端周縁を水密的に覆って
、図２に示した排水口１ａを閉口した状態に戻る。
以降、操作体５ａに下方への押し込み操作を加える毎に、ロック部材７のロック機構を利
用し、操作体５ａへの操作毎に、弁部材２を上昇させて排水口１ａを開口した状態で固定
／固定を解除し弁部材２を降下して排水口１ａを閉口、を繰り返し行うことができる。
尚、弁軸部２ｂはヘアキャッチャー２ｃによってガイドされるため、弁体２ａ及び弁軸部
２ｂの昇降において傾斜することは無い。
【００１７】
　上記実施例においては、操作部４は、壁面である天板部Ｂ１に備えられてなり、操作部
４の操作体５ａは、操作部本体６の円筒部６ｂの中心軸という、壁面（天板部Ｂ１）に垂
直な一つの直線上を、上下動として往復する動作を行う。
また、操作体５ａは、弾性体であるスプリング部材１４によって上方へ常時付勢されてな
り、その付勢に対する逆方向、即ち下方へ向かう押し込み操作を操作体５ａに繰り返すこ
とで、ロック機構の働きにより、弁部材２を上昇させて排水口１ａを開口した状態で固定
／固定を解除し弁部材２を降下して排水口１ａを閉口、を繰り返し行うことができる。
また上記実施例においては、操作体５ａと操作伝達部材であるレリースワイヤ８の操作部
４側端部である固定部８ｅ及び従動体１５との間には壁面である天板部Ｂ１が備えられて
なり、この天板部Ｂ１によって物理的に離間され、接続されないまま、磁力によって操作
体５ａに対応してインナーワイヤ８ｂを物理的に動作させるように構成されてなる。
【００１８】
　次に、本発明の第二実施例について、図面を参照しつつ説明する。
尚、説明を容易にするため、図４、図５は排水口近傍と操作部近傍の主要部材のみ図示す
る。
図４乃至図６に示した、本発明の第二実施例の遠隔操作式排水栓装置は、槽体を備えた排
水機器である洗面台Ｓに施工されるものであって、排水口本体１、弁部材２、継手部材９
、支持部材１０、操作部４、操作伝達部材としてのレリースワイヤ８、トラップ部Ｔを備
えた配管部材Ｐより構成されてなる。
各部材の内、洗面台Ｓ、排水口本体１、弁部材２、継手部材９、支持部材１０、レリース
ワイヤ８、トラップ部Ｔを備えた配管部材Ｐは、段落００１４に記載された第一実施例の
各部材と同一の構成のため省略し、第一実施例の部材とは構成が相違する操作部４につい
てのみ以下に説明する。
操作部４は、洗面ボウルＷの天板部Ｂ１にネジ部材を利用し取り付けられる部材であって
、以下に記載する操作体５ａと、操作部本体６と、から構成される。
操作体５ａは、中央に回転軸１６を備えた、略円盤状の部材であって、円盤の下面に四か
所、図６に示したように、回転軸１６を中心として９０度間隔に第一の磁石１１が配置さ
れてなる（図６は平面図のため、底面に配置されている第一の磁石は点線にて示す）。第
一の磁石１１は、Ｓ極を下方としたものと、Ｎ極を下方としたものが円周に沿って交互に
配置されてなる。
操作部本体６は、洗面台Ｓの天板部Ｂ１上にネジ部材にて固定される平坦な円盤部材から
なる台座部６ａと、台座部６ａの中央に垂立して、操作体５ａの回転軸１６を、水平方向
に対しては回転自在に、鉛直方向に対しては上下動不可能に固定する円筒部６ｂと、から
なる。
また、特に図示等しないが、操作部本体６と操作体５ａとの間には弾性爪と凹凸を利用し
て、操作体５ａが操作部本体６に対し、９０度回転させる毎に軽く係止して操作体５ａの
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位置を固定できるように構成されてなる。
【００１９】
　上記のように構成した第二実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下のようにして、槽体
である洗面ボウルＷを備えた洗面台Ｓに施工される。
施工手順において、操作部４の施工以外は、段落００１５に記載された第一実施例の各部
材の施工手順と同一のため省略し、第一実施例の施工手順とは相違する操作部４の施工に
ついてのみ説明する。
以下の説明について、第一実施例に記載された施工手順の内、操作部４の取り付け以外は
全て完了したものとする。即ち、排水口本体１、弁部材２、継手部材９、支持部材１０、
レリースワイヤ８、配管部材Ｐの施工は第一実施例と同じ手順により洗面台Ｓに施工され
てなる。
この状態より、操作部本体６の台座部６ａを、洗面台Ｓの天板部Ｂ１であって、平面視操
作部４の取り付け位置の上面側に、ネジ部材によって固定する。この時、操作体５ａに備
えられた四つの第一の磁石１１が、９０度おきに操作体５ａを回転させる都度、従動体１
５の直上となる位置に操作部本体６を固定する。
以上のようにして、本発明の第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工が完了する。
【００２０】
　以下に、上記第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の動作について説明する。
上記第二実施例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、まず操作部４の操作体５ａに操
作を加え、図４のように、排水口１ａが閉口した状態とする。
この時、従動体１５の直上には、操作体５ａの第一の磁石１１のうち、Ｎ極を下方とした
磁石が配置されている。
従動体１５の第二の磁石１２のＳ極と、操作体５ａの第一の磁石１１のＮ極とが引き合い
、レリースワイヤ８の戻りスプリング８ｃの付勢もあって、従動体１５は上昇し、これに
よりレリースワイヤ８のインナーワイヤ８ｂは、アウターチューブ８ａに対して操作部４
側に移動している。
このため、インナーワイヤ８ｂの排水栓側端部にあるロッド部８ｄは降下し、弁部材２の
弁軸部２ｂ下端を支持しないため、弁軸部２ｂと弁体２ａは自重にて降下し、弁体２ａが
排水口１ａの上端周縁を水密的に覆っているため、排水口１ａを閉口した状態となる。
この状態より操作部４の操作体５ａに水平方向への移動、具体的には操作体５ａを９０度
回転させると、操作体５ａの回転移動に伴って、従動体１５の直上に配置される第一の磁
石１１は、Ｎ極を下方としたものから、Ｓ極を下方としたものに移動する。第一の磁石１
１と第二の磁石１２のＳ極同士が向き合うようになるため、第一の磁石１１と第二の磁石
１２は反発し、戻りスプリング８ｃに抗して従動体１５が降下し、従動体１５が降下した
分、インナーワイヤ８ｂが排水口１ａ側に突出する。この結果、インナーワイヤ８ｂの排
水口１ａ側に配置されているロッド部８ｄが、弁軸部２ｂの下端を押し上げた状態で支持
し、弁軸部２ｂと弁軸部２ｂの上端にある弁体２ａが上昇し、弁体２ａと排水口１ａ上端
とが離間して、図５のように、排水口１ａが開口する。洗面ボウルＷ内に吐水乃至排水が
あった場合、吐水乃至排水は、排水口１ａから、排水口本体１内部、継手部材９、トラッ
プ部Ｔを備えた配管部材Ｐを介して、最終的には床下配管から下水側に排出される。また
、トラップ部Ｔ内に排水が溜まると、トラップ部Ｔ内に封水と呼ばれる排水による溜まり
水が生じる。この封水が、排水の流路上に満水部分を発生させ、この満水部分を下水側か
らの臭気や害虫類が逆流できないため、トラップ部Ｔにより下水側からの臭気や害虫類が
屋内側に侵入することを防止することができる。
この排水口１ａが開口した状態より、再度操作部４の操作体５ａを９０度回転させると、
再び操作体５ａのＮ極を下方とした第一の磁石１１が、レリースワイヤ８の操作部４側端
部にある従動体１５の直上位置に移動するため、再度従動体１５の第二の磁石１２のＳ極
と、操作体５ａの第一の磁石１１のＮ極とが引き合い、レリースワイヤ８の戻りスプリン
グ８ｃの付勢もあって、従動体１５は上昇し、インナーワイヤ８ｂは、アウターチューブ
８ａに対して操作部４側に移動する。
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インナーワイヤ８ｂが操作部４側に移動しているため、インナーワイヤ８ｂの排水栓側端
部にあるロッド部８ｄは降下し、弁部材２の弁軸部２ｂ下端を支持しなくなるため、弁軸
部２ｂと弁体２ａは自重にて降下し、弁体２ａが排水口１ａの上端周縁を水密的に覆って
、排水口１ａを閉口した状態に戻る。
尚、前述のように、操作部本体６と操作体５ａとの間には弾性爪と凹凸を利用して、操作
体５ａを、操作部本体６に対し、９０度回転させる毎に軽く係止して操作体５ａの位置を
固定できるように構成されてなるため、上記の操作の際には、排水口１ａの開口状態の位
置／閉口状態の位置、に軽く係止できるように構成されてなる。このため、第一の磁石１
１と第二の磁石１２の吸引また反発の影響を受けて、操作部４が勝手に移動し排水口１ａ
を開口または閉口してしまうことは無い。
尚、弁軸部２ｂはヘアキャッチャー２ｃによってガイドされるため、弁体２ａ及び弁軸部
２ｂの昇降において傾斜することは無い。
【００２１】
　上記実施例においては、操作部４は、壁面である天板部Ｂ１に備えられてなり、操作部
４の操作体５ａには、取り付けられた天板部Ｂ１に沿って水平方向に向かう操作、具体的
には水平方向に沿って回転の操作を行ことで、排水口１ａが開閉される。
また上記実施例においては、操作体５ａと操作伝達部材であるレリースワイヤ８の操作部
４側端部である固定部８ｅ及び従動体１５との間には壁面である天板部Ｂ１が備えられて
なり、この天板部Ｂ１によって物理的に離間され、接続されないまま、磁力によって操作
体５ａに対応してインナーワイヤ８ｂを物理的に動作させるように構成されてなる。
【００２２】
　次に、本発明の第三実施例について、図面を参照しつつ説明する。
尚、説明を容易にするため、図７、図８は排水口近傍と操作部近傍の主要部材のみ図示す
る。
図７及び図８に示した、本発明の第三実施例の遠隔操作式排水栓装置は、槽体を備えた排
水機器である洗面台Ｓに施工されるものであって、排水口本体１、弁部材２、継手部材９
、支持部材１０、操作部４、操作伝達部材としてのレリースワイヤ８、トラップ部Ｔを備
えた配管部材Ｐより構成されてなる。
各部材の内、排水口本体１、弁部材２、継手部材９、支持部材１０、トラップ部Ｔを備え
た配管部材Ｐは、段落００１４に記載された第一実施例の各部材と同一の構成のため省略
し、第一実施例の各部材とは構成が相違する、洗面台Ｓ、操作部４、レリースワイヤ８に
ついてのみ以下に説明する。
洗面台Ｓは、上方が開口した箱体であって、底面には排水口本体１を取り付ける取付孔Ｈ
を備えた洗面ボウルＷと、洗面ボウルＷの上端から水平方向に設けられた壁面である天板
部Ｂ１と、天板部Ｂ１の後端から垂直方向に延出した背板部Ｂ２と、から構成されてなる
。また、背板部Ｂ２上には、操作部４を取り付けるための貫通孔１３が備えられてなる。
尚、施工完了時、背板部Ｂ２と建物の壁面との間には、１０センチメートル程度の隙間空
間が形成される。
操作部４は、洗面ボウルＷの背板部Ｂ２の貫通孔１３に取り付けられる部材であって、以
下に記載する操作体５ａと、操作部本体６と、ナット部材１ｃと、から構成される。
操作体５ａは、棒状の軸部分５ｃと、該軸部分５ｃの一端に洗面台Ｓの使用者が抓んで押
し引きの操作を行う為のツマミ部５ｄと、軸部分５ｃの他端に備えた第一の磁石１１と、
からなる。
軸部分５ｃとツマミ部５ｄとはネジが備えられ、螺合を利用して着脱可能である。
第一の磁石１１は、ツマミ部５ｄに近い側がＳ極、遠い側がＮ極である。
操作部本体６は、上記洗面台Ｓの背板部Ｂ２の貫通孔１３上に配置固定される部材であっ
て、略円筒形状にしてその側面には雄ネジを備えてなり、また円筒部６ｂ分の一端には、
周縁に沿って鍔部６ｃを備えてなる。
また、円筒部６ｂ分の端部の内、鍔部６ｃを備えた側の端部は、中央に軸部が進退するた
めの孔を備えた蓋部分６ｄが鍔部６ｃに連続するようにして設けられてなる。
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また、円筒部６ｂ分の端部の内、鍔部６ｃを備えない側の端部は開放されてなる。また、
円筒部６ｂ分の側面には嵌合溝６ｅが備えられてなる。
また、特に図示等しないが、操作部本体６と操作体５ａとの間には弾性爪と凹凸を利用し
て、操作体５ａを、操作部本体６に対し、排水口１ａの開口状態の位置／閉口状態の位置
、に軽く係止できるように構成されてなる。これによって、使用者が意図して操作体５ａ
を操作するときには操作体５ａを押し引き操作できるが、洗面台Ｓの使用時に、排水口１
ａの開閉の意思なく単に操作体５ａに軽く触れただけ程度の場合には、操作体５ａは移動
することなく排水口１ａが誤って開口、又は閉口することを防ぐことができる。
レリースワイヤ８は、操作部４に加えられた操作を、弁部材２に伝達するための操作伝達
部材であって、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブ
８ａと、上記アウターチューブ８ａ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向
に可撓性を備えたインナーワイヤ８ｂと、インナーワイヤ８ｂをアウターチューブ８ａに
対し常時操作部４側に付勢する戻りスプリング８ｃと、から構成される。
また、インナーワイヤ８ｂの排水口１ａ側端部には、弁軸部２ｂ下端を押し上げるための
ロッド部８ｄを備えてなる。
また、インナーワイヤ８ｂの操作部４側端部には、Ｓ極を上方とした第二の磁石１２を備
えた従動体１５を備えてなる。
また、アウターチューブ８ａの操作部４側端部には、嵌合溝６ｅと嵌合してレリースワイ
ヤ８端部を操作部本体６に固定する固定部８ｅを備えてなる。固定部８ｅを嵌合溝６ｅと
嵌合させることにより、操作部本体６の円筒部６ｂ分の中心軸に対して、レリースワイヤ
８のインナーワイヤ８ｂ進退方向が９０度を成す角度となるように嵌合固定することがで
きる。また、固定部８ｅと嵌合溝６ｅとの嵌合固定によって、操作部本体６にレリースワ
イヤ８が固定される箇所は、ナット部材１ｃの螺合完了時の位置に関係なく常に一定とな
る。
【００２３】
　上記のように構成した第三実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下のようにして、槽体
である洗面ボウルＷを備えた洗面台Ｓに施工される。
まず、事前に、操作部本体６内部に、操作体５ａの磁石部分を収納し、操作部本体６の蓋
部分６ｄの孔に、操作体５ａの軸部を挿通して、軸部を操作部本体６の外側に突出させる
。更に操作体５ａとツマミ部５ｄを螺合にて接続しておく。
次に、排水口本体１を、洗面ボウルＷ底面に設けられた取付孔Ｈに挿通し、フランジ部１
ｂの下面を、取付孔Ｈの周縁上面に当接した状態とする。更にナット部材１ｃの雌ネジを
、排水口本体１の雄ネジに螺合させ、フランジ部１ｂ下面とナット部材１ｃ上面とで取付
孔Ｈの周縁を挟持するようにして排水口本体１を洗面ボウルＷに固定する。
次に、レリースワイヤ８の、ロッド部８ｄを備えた排水口１ａ側端部を、継手部材９の枝
管部９ｂから挿通し、継手部材９の上流側の開口より取り出す。更に、支持部材１０にレ
リースワイヤ８のアウターチューブ８ａ端部を接続固定する。このように、支持部材１０
とレリースワイヤ８を接続したことで、レリースワイヤ８を備えた支持部材１０が作動部
３として機能する。
この支持部材１０を、継手部材９の凹凸部９ａに嵌合させることで、作動部３を継手部材
９に接続固定する。
次に、枝管用ナット８ｆにて、レリースワイヤ８を挿通した状態で枝管部９ｂを水密的に
閉塞する。
次に、平面視継手部材９の枝管部９ｂが、操作部４の取り付け位置、即ち貫通孔１３に向
くようにして、排水口本体１と継手部材９とを、継手部材９の袋ナットを用いて接続固定
する。
次に、トラップ部Ｔを備えた配管部材Ｐを介して、継手部材９下端と床下配管を接続する
。
次に、操作部本体６を、洗面台Ｓの背板部Ｂ２の貫通孔１３に挿通し、鍔部６ｃを背板部
Ｂ２の貫通孔１３周縁に当接させた状態でナット部材１ｃの雌ネジを操作部本体６の雄ネ
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ジに螺合させることで、操作部本体６の鍔部６ｃとナット部材１ｃとで貫通孔１３を挟持
するようにして操作部本体６を取り付け固定する。
次に、操作部本体６の嵌合溝６ｅに、レリースワイヤ８の固定部８ｅを嵌合固定させて取
り付ける。
更に、排水口１ａに弁部材２を配置し、弁部材２のヘアキャッチャー２ｃが、排水口１ａ
内部の段部１ｄに係止された状態とする。
以上のようにして、本発明の第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工が完了する。
【００２４】
　以下に、上記第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の動作について説明する。
上記第三実施例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、まず操作部４の操作体５ａに操
作を加え、図７のように、排水口１ａが閉口した状態とする。
この時、操作部４の操作体５ａは、手前方向（図の左側）に引き寄せられており、レリー
スワイヤ８の操作部４側端部にある従動体１５は、操作体５ａの第一の磁石１１のＮ極部
分の直下位置に配置されている。従って、従動体１５の第二の磁石１２のＳ極と、操作体
５ａの第一の磁石１１のＮ極とが引き合い、レリースワイヤ８の戻りスプリング８ｃの付
勢もあって、従動体１５は上昇し、これによりレリースワイヤ８のインナーワイヤ８ｂは
、アウターチューブ８ａに対して操作部４側に移動している。
このため、インナーワイヤ８ｂの排水栓側端部にあるロッド部８ｄは降下し、弁部材２の
弁軸部２ｂ下端を支持しない。このため、弁軸部２ｂと弁体２ａは自重にて降下し、弁体
２ａが排水口１ａの上端周縁を水密的に覆っているため、排水口１ａを閉口した状態とな
る。
この状態より操作部４の操作体５ａのツマミ部５ｄを把持し、奥側に押し込み操作を加え
ると、操作体５ａの移動に伴って、従動体１５の直上に配置される第一の磁石１１は、Ｎ
極からＳ極に変化する。第一の磁石１１と第二の磁石１２のＳ極同士が向き合うようにな
るため、第一の磁石１１と第二の磁石１２は反発し、戻りスプリング８ｃに抗して従動体
１５が降下し、従動体１５が降下した分、インナーワイヤ８ｂが排水口１ａ側に突出する
。この結果、インナーワイヤ８ｂの排水口１ａ側に配置されているロッド部８ｄが、弁軸
部２ｂの下端を押し上げた状態で支持し、弁軸部２ｂと弁軸部２ｂの上端にある弁体２ａ
が上昇し、弁体２ａと排水口１ａ上端とが離間して、図８のように、排水口１ａが開口す
る。洗面ボウルＷ内に吐水乃至排水があった場合、吐水乃至排水は、排水口１ａから、排
水口本体１内部、継手部材９、トラップ部Ｔを備えた配管部材Ｐを介して、最終的には床
下配管から下水側に排出される。また、トラップ部Ｔ内に排水が溜まると、トラップ部Ｔ
内に封水と呼ばれる排水による溜まり水が生じる。この封水が、排水の流路上に満水部分
を発生させ、この満水部分を下水側からの臭気や害虫類が逆流できないため、トラップ部
Ｔにより下水側からの臭気や害虫類が屋内側に侵入することを防止することができる。
この排水口１ａが開口した状態より、再度操作部４の操作体５ａに手前側への引き寄せ操
作を加えると、再び操作体５ａの第一の磁石１１のＮ極部分が、レリースワイヤ８の操作
部４側端部にある従動体１５の直上位置に移動するため、再度従動体１５の第二の磁石１
２のＳ極と、操作体５ａの第一の磁石１１のＮ極とが引き合い、レリースワイヤ８の戻り
スプリング８ｃの付勢もあって、従動体１５は上昇し、インナーワイヤ８ｂは、アウター
チューブ８ａに対して操作部４側に移動する。
インナーワイヤ８ｂが操作部４側に移動しているため、インナーワイヤ８ｂの排水栓側端
部にあるロッド部８ｄは降下し、弁部材２の弁軸部２ｂ下端を支持しなくなるため、弁軸
部２ｂと弁体２ａは自重にて降下し、弁体２ａが排水口１ａの上端周縁を水密的に覆って
、排水口１ａを閉口した状態に戻る。
尚、前述のように、操作部本体６と操作体５ａとの間には弾性爪と凹凸を利用して、操作
体５ａを、操作部本体６に対し、排水口１ａの開口状態の位置／閉口状態の位置、に軽く
係止できるように構成されてなるため、第一の磁石１１と第二の磁石１２の吸引また反発
の影響を受けて、操作部４が勝手に移動し排水口１ａを開口または閉口してしまうことは
無い。また、排水口１ａの開口時・閉口時における第一の磁石１１・第二の磁石１２の位
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置関係を調整し、磁石の吸引・反発を利用して、開口状態／閉口状態を維持するようにす
ることも可能である。
尚、弁軸部２ｂはヘアキャッチャー２ｃによってガイドされるため、弁体２ａ及び弁軸部
２ｂの昇降において傾斜することは無い。
【００２５】
　上記実施例においては、操作部４は、壁面である背板部Ｂ２に備えられてなり、操作部
４の操作体５ａには、操作部本体６の筒部分の中心軸という、壁面（背板部Ｂ２）に垂直
な一つの直線上において、押し引きという二方向の往復する操作が行われる。
この操作体５ａへの押し引きの操作に対応して、弁部材２を上昇させて排水口１ａを開口
した状態で固定／固定を解除し弁部材２を降下して排水口１ａを閉口、を繰り返し行うこ
とができる。
　また上記実施例においては、操作部本体６の筒部分の中心軸に対して、レリースワイヤ
８の操作部４側端部のインナーワイヤ８ｂの進退方向は９０度を成す角度となるように嵌
合固定されており、また操作部本体６の筒部分の中心軸に対して天板部Ｂ１も９０度を成
す角度となるように取り付け固定されてなる。このように構成されたため、レリースワイ
ヤ８の操作部４側端部におけるインナーワイヤ８ｂの進退方向、即ち動作の方向は、操作
部４を取り付けた壁面である背板部Ｂ２に対して平行となる方向に動作するように構成さ
れてなる。
操作体５ａと操作伝達部材であるレリースワイヤ８の操作部４側端部である固定部８ｅ及
び従動体１５との間には壁面である天板部Ｂ１が備えられてなり、この天板部Ｂ１によっ
て物理的に離間され、接続されないまま、磁力によって操作体５ａに対応してインナーワ
イヤ８ｂを物理的に動作させるように構成されてなる。
上記のように、操作体５ａの操作の方向と、操作伝達部材であるレリースワイヤ８のイン
ナーワイヤ８ｂの操作部４側端部の進退方向とは９０度の角度を有してなるが、本実施例
では操作体５ａと操作伝達部材とが物理的に接続されておらず、結果レリースワイヤ８に
狭い範囲での９０度の急激な曲がり部分が存在しないため、少なくともレリースワイヤ８
の曲がりによる座屈等の不具合が生じることが無い。
【００２６】
　本発明の実施例は以上のようであるが、本発明は上記実施例に限定される物ではなく、
主旨を変更しない範囲において自由に変更が可能である。
例えば、上記実施例では、遠隔操作式排水栓装置を採用する槽体と、槽体を備えた排水機
器を、洗面ボウルＷと洗面ボウルＷを備えた洗面台Ｓとしているが、本発明は上記実施例
に限定されるものでは無く、槽体としての浴槽を備えた浴室、槽体としてのシンクを備え
た流し台等、排水口１ａを備えた槽体であれば、どのような排水機器のどのような槽体に
採用しても構わない。
【００２７】
　また、上記第一実施例では、ロック機構を備えたロック部材７を、操作部４に備えて構
成してなるが、本発明は上記実施例に限定されるものでは無く、レリースワイヤ８のイン
ナーワイヤ８ｂの操作部４側端部や、レリースワイヤ８の排水口１ａ側の端部となる作動
部３に組み込むなど、操作体５ａから作動部３に至るいずれの箇所に備えても良い。
【００２８】
　また、上記第二実施例では、操作部４は、壁面である天板部Ｂ１に備えられてなり、操
作部４の操作体５ａには、取り付けられた天板部Ｂ１に沿って水平方向に向かう操作、具
体的には水平方向に沿って回転の操作を行ことで、排水口１ａを開閉する構成として成る
が、本発明は上記実施例に限定されるものでは無く、図９及び図１０に示したように、操
作部４を壁面である天板部Ｂ１に備えてなり、操作部４の操作体５ａには、取り付けられ
た天板部Ｂ１に沿って水平方向に往復する操作を行ことで、排水口１ａを開閉する構成と
しても良い。
図９及び図１０の実施例では、操作体５ａの下面に、従動体１５の第二の磁石１２とは反
発する方向に調整した第一の磁石１１が備えられてなり、操作体５ａを従動体１５の直上
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に配置すると従動体１５は反発して降下し、インナーワイヤ８ｂが排水口１ａ側に突出し
た状態で固定され、操作体５ａを従動体１５の直上から離れた位置に配置すると従動体１
５の反発が解消されて、戻りスプリング８ｃの作用によりインナーワイヤ８ｂが操作部４
側に後退する。上記各実施例に記載した通り、インナーワイヤ８ｂが排水口１ａ側に突出
することで排水口１ａは開口し、インナーワイヤ８ｂが操作部４側に後退することで排水
口１ａが閉口するため、操作体５ａに水平方向に往復する操作を加える都度、排水口１ａ
を遠隔操作により開閉することができる。
【００２９】
　また、上記各実施例では、操作部４は、それ単独の部材として構成されてなるが、本発
明は上記実施例に限定されるものでは無く、図１１及び図１２に示したように、操作部４
を、槽体の側面上方に設けられ、槽体内の水位が一定の高さに達した際に槽体内の溜り水
を排出するオーバーフロー排水配管の、排水の入り口であるオーバーフロー排水口１７と
兼用しても良い。図１１及び図１２の実施例は、槽体としての浴槽に備えられた遠隔操作
式排水栓装置であって、操作体５ａは、略板状であって操作体５ａの上端にヒンジを備え
た第一の操作体５１ａと、この第一の操作体５１ａに当接して、第一の操作体５１ａの押
し込み操作の都度、ガイドに沿って奥側（図面右側）に移動する、第一の磁石１１を備え
た第二の操作体５２ａと、から構成されてなる。
第二の操作体５２ａは、弾性体であるスプリング部材１４によって、常時手前側（図面左
側）に付勢されてなる。
また、オーバーフロー排水口１７に連通する、オーバーフロー配管１８内に、操作伝達部
材として、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブ８ａ
と、上記アウターチューブ８ａ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向に可
撓性を備えたインナーワイヤ８ｂと、インナーワイヤ８ｂをアウターチューブ８ａに対し
常時操作部４側に付勢する戻りスプリング８ｃと、が配置されてなる。また、インナーワ
イヤ８ｂの操作部４側端部には、施工完了時第一の磁石１１に反発する方向に配置した第
二の磁石１２を備えた従動体１５を備えてなる。
レリースワイヤ８の排水口１ａ側端部は、オーバーフロー配管１８を介して継手部材９か
ら排水口本体１に支持固定された作動部３に接続されてなる。
作動部３は、ロック機構を内蔵してなり、レリースワイヤ８のインナーワイヤ８ｂが排水
口１ａ側に突出する都度、ロック機構の昇降軸７ｂに接続されている弁体２ａからなる弁
部材２を上昇した状態で固定し排水口１ａを開口／固定を解除し弁部材２を降下させて排
水口１ａを閉口、繰り返すように構成されてなる。
オーバーフロー排水口１７の第一の操作体５１ａに押し込み操作が行われ、それに連動し
て第二の操作体５２ａがガイド部に沿って奥側に移動すると、従動体１５の直上に第一の
磁石１１が移動し、従動体１５が第一の磁石１１に反発して降下し、インナーワイヤ８ｂ
が排水口１ａ側に突出する。これによって作動部３のロック機構が作動し、上記したよう
に、操作体５ａへの操作の都度、弁部材２（弁体２ａ）が上昇した状態で固定されて排水
口１ａを開口／弁部材２（弁体２ａ）が降下して排水口１ａを閉口、を繰り返すため、遠
隔操作により排水口１ａを開閉することができる。
尚、押し込み操作を加えられた第一の操作体５１ａ、及び第二の操作体５２ａは、使用者
が操作体５ａから手を離せば、スプリング部材１４により、操作前の位置に戻る。
また、排水口１ａを閉口し、浴槽内に吐水を溜めたことで、オーバーフロー排水口１７の
下端まで水位が達した場合、オーバーフロー排水口１７からオーバーフロー配管１８を介
し、継手部材９内に排水が流入して下水側に排出されるため、それ以上水位が高まること
は無く、浴槽上縁から水が溢れることが無い。
【符号の説明】
【００３０】
１　　　排水口本体　　　　　　１ａ　　排水口
１ｂ　　フランジ部　　　　　　１ｃ　　ナット部材
１ｄ　　段部　　　　　　　　　２　　　弁部材
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２ａ　　弁体　　　　　　　　　２ｂ　　弁軸部
２ｃ　　ヘアキャッチャー　　　３　　　作動部
４　　　操作部　　　　　　　　５ａ　　操作体
５１ａ　第一の操作体　　　　　５２ａ　第二の操作体
５ｂ　　嵌合部　　　　　　　　５ｃ　　軸部分
５ｄ　　ツマミ部　　　　　　　６　　　操作部本体
６ａ　　台座部　　　　　　　　６ｂ　　円筒部
６ｃ　　鍔部　　　　　　　　　６ｄ　　蓋部分
６ｅ　　嵌合溝　　　　　　　　７　　　ロック部材
７ａ　　ケーシング部　　　　　７ｂ　　昇降軸
８　　　レリースワイヤ　　　　８ａ　　アウターチューブ
８ｂ　　インナーワイヤ　　　　８ｃ　　戻りスプリング
８ｄ　　ロッド部　　　　　　　８ｅ　　固定部
８ｆ　　枝管用ナット　　　　　９　　　継手部材
９ａ　　凹凸部　　　　　　　　９ｂ　　枝管部
１０　　支持部材　　　　　　　１１　　第一の磁石
１２　　第二の磁石　　　　　　１３　　貫通孔
１４　　スプリング部材　　　　１５　　従動体
１６　　回転軸　　　　　　　　１７　　オーバーフロー排水口
１８　　オーバーフロー配管　　Ｂ１　　天板部
Ｂ２　　背板部　　　　　　　　Ｃ　　　キャビネット部
Ｈ　　　取付孔　　　　　　　　Ｐ　　　配管部材
Ｓ　　　洗面台　　　　　　　　Ｔ　　　トラップ部
Ｗ　　　洗面ボウル　　　　　
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